
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

 

【№２】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 

【№４】「恒久的施設の有無

及びその種類」の欄の記載

漏れはありませんか。 

 

【№６】９欄又は 19欄は、

100 円未満の額を切り捨

てていませんか（１円単

位まで記載します。）。 

【№８】地方法人税額の計算につき、別表一の二次葉の

62 欄及び 63 欄により計算していますか。 

【№４】外国法人用の

「別表一の二」を使用し

ていますか。 

 
 

【№１】法人税の確定申告書には、次の書類を添付していますか。 
⑴ 外国法人の貸借対照表、損益計算書（販売費及び一般管理費の 

内訳書を含みます。） 
⑵ 株主資本等変動計算書等（株主資本等変動計算書、社員資本等 

変動計算書又は損益金の処分表） 
⑶ 勘定科目内訳明細書（国内源泉所得に係る所得金額の計算に 

係る部分に限ります。） 
⑷ 組織再編成に係る契約書等の写し（組織再編成が行われた場 

合） 
⑸ 組織再編成に係る主要な事項の明細書（組織再編成が行われ 

た場合） 
⑹ 国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益 

計算書並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書 
⑺ 会社事業概況書（完全支配関係がある法人との関係を系統的 

に示した図を含みます。なお、税務署所管法人用の法人事業概況 
説明書とは異なります。） 

⑻ 国際運輸業所得に係る国内において行う業務につき生ずべき 
所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載 
した明細書（恒久的施設を有する外国法人が国際運輸業所得を 
有する場合） 

⑼ 適用額明細書（法人税関係特別措置のうち、税額又は所得の金

金額を減少させる規定等の適用を受けようとする場合）（租特透

明化法第３条） 

【№７】27 欄及び 39 欄に、

中間申告分の税額を正しく

記載していますか。 

【№８】37 欄の金額は、別表六の二の 47 欄の金額と一

致していますか。 

【№５】恒久的施設帰属所得とそ

の他の国内源泉所得を区分して所

得金額を計算していますか。 

また、欠損金についても、同様

に区分してそれぞれの所得金額か

ら控除していますか。 

【№９】外国法人の資本金の額等の換算レートは、

当事業年度終了の日の電信売買相場の仲値を適用

していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№10】当事業年度終了の時における資本金の額若しくは出資金の額が１億円超の外国

法人である場合又は一若しくは完全支配関係のある複数の大法人に発行済株式等の全部

を保有されている外国法人等である場合、年 800 万円以下の所得について、軽減税率を

適用していませんか。 

 また、適用除外事業者に該当する場合、年 800 万円以下の所得について、措法上の軽

減税率（15％又は 17％）を適用していませんか。 

【№８】地方法人税額の計算につき、62 欄及び 63 欄により計算していますか。 

【№２】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№16】別表五(二)の 19 の③欄及び④欄でマイナ

ス表示している還付事業税等の額を加算していま

すか。 

【№46】損益計算書の有価証券若しくはゴルフ会員

権等の評価損又は減損損失の額のうち、税務上損金

の額に算入されない金額を加算していますか。 

【№47】損金の額に算入されない租税公課、罰科金

等の額を加算していますか。 

【№16】別表五(二)の19の③欄及び④欄でプラス表示

している事業税等の額を13欄等で減算していますか。 

【№15】別表五(二)の５、10及び

15の⑤欄でマイナス表示している

還付法人税等又は還付所得税等

（いずれも還付加算金を除きま

す。）の額で、雑収入等に計上して

いるものを18欄又は19欄で減算し

ていますか。 

【№12】前事業年度以前に所得金額に加算し

た有価証券若しくはゴルフ会員権等の評価

損又は減損損失の額について、当事業年度に

売却等の減算事由が生じたものを減算して

いますか。 
【№17】別表五(二)の「その他」の③欄に表

示している充当金の取崩し又は④欄に表示

している仮払経理により納付した源泉所得

税又は外国法人税等の額を減算しています

か。 

【№58】加減算項目中、消費税法上課税取引となる

ものについて、消費税及び地方消費税の申告書にお

いて調整を行っていますか。 

【№２】当事業年度

に適用される別表を

使用していますか。 

○ ○ ○ 

 

○ ○ ○ 

 

【№14】別表五(二)

の５、10、15及び24

～29の⑤欄でプラス

表示している金額を

２欄、３欄及び５欄

で加算しています

か。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№11】別表四と別表五(一)の検算額は、31④欄の金額と一致してい

ますか。 

（検算式） 

31①欄＋別表四の 52②欄＋27、29 及び 30 の③欄の合計額＝31④欄 

【№13】貸借対照表の任意引当金、

繰延税金資産（負債）等の金額は、

④欄の金額と一致していますか。 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№３】期首現在利益積立金額及び期首

現在資本金等の額は、前事業年度の申告

書の金額と一致していますか。 

○ ○ ○ 
 

【№59】貸借対照表と別表五(一)の未払（未収）消費税額等の

合計額は、消費税及び地方消費税の申告書第一表㉖欄の金額と

一致していますか（各月ごとに申告及び納付している外国法人

の場合、その合計額に決算月の前月分の納付（還付）税額を調

整した金額と一致していますか。）。 

○ ○ ○ 引 当 金 

繰 延 税 金 資 産 ( 負 債 ) 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

 

【№２】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 

【№３】前事業年度からの繰越額は、前事業

年度の申告書の金額と一致していますか。 

【№14】５、10、

15及び24～29の

⑤欄でプラス表

示している金額

を別表四の２欄、

３欄及び５欄で

加算しています

か。 

【№17】「その

他」の③欄に表

示している充当

金の取崩し又は

④欄に表示して

いる仮払経理に

より納付した源

泉所得税又は外

国法人税等の額

を別表四で減算

していますか。 

【№16】19の③欄及び④欄でプラス表示している事

業税等の額を別表四の13欄等で減算していますか。 

また、19の③欄及び④欄でマイナス表示している

還付事業税等の額を別表四で加算していますか。 

【№18】41欄の金額は、貸借対照表等の記載額と

一致していますか。 

【№15】５、10及び15の⑤欄でマイ

ナス表示している還付法人税等又

は還付所得税等（いずれも還付加

算金を除きます。）の額で、雑収入

等に計上しているものを別表四の

18欄又は19欄で減算しています

か。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№20】所有期間によるあん分計算を要

しないにもかかわらず、あん分計算を行

った金額を 12 欄又は 19 欄に記載してい

ませんか。 

（例） ・公社債及び預貯金の利子 

   ・合同運用信託、公社債投資信託

及び公社債等運用投資信託（特

定公社債等運用投資信託を除き

ます。）の収益の分配 

   ・特定公社債等運用投資信託の受

益権及び特定目的信託の社債的

受益権に係る剰余金の配当 

   ・資本剰余金の減少に伴う剰余金

の配当、分割型分割による剰余

金の配当、株式分配 

【№19】復興特別所得税額について所得税額控除制度の適用を受ける場合、「①について課される

所得税額②」及び「②のうち控除を受ける所得税額③」の各欄並びに８欄、14欄及び21欄には、所

得税額及び復興特別所得税額を記載していますか。 

【№21】「①について課される所得税額②」の各欄並びに８欄、14欄及び21欄について、集団投資

信託の収益の分配に係る源泉所得税の額から控除された分配時調整外国税相当額（別表六(五の二)

の「１の②」から「４の②」までの各欄に記載された金額並びに10欄、16欄及び23欄に記載された

金額）がある場合には、それぞれの金額を控除していますか（分配時調整外国税相当額について税

額控除制度の適用を受ける場合、別表六(五の二)を作成・添付していますか。）。 

【№22】人的役務の提供事業に係る対価につき源泉徴収された所得税額から、人的役務の提供事業

に係る給与につき源泉徴収されたとみなされる所得税額を除いていますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

 

【№23】複数の法人税額

の特別控除制度の適用

を受ける場合、適用を受

ける制度に係る別表に

記載した当期税額控除

可能額を転記していま

すか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№24】 中小企業者に該当しない場合又は適用除外事業者に該当する場合で、次の法人税額の特

別控除制度の適用を受けるときには、別表六(七)を作成・添付していますか。 

また、６欄、７欄、11欄、12欄又は16欄のいずれかが「該当」となっていますか。 

⑴ 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除（別表六(九)） 

⑵ 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除（別表六(十二)） 

⑶ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別

控除（別表六(十九)） 

⑷ 生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除（別表六(二十六)） 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№25】１欄の金額は、次の資産に係る試験研究費の額を除き、

申告調整額を加減算した税務上の金額となっていますか。 

⑴ 棚卸資産 

⑵ 固定資産（事業の用に供する時において試験研究の用に供 

するものを除きます。） 

⑶ 繰延資産（試験研究のために支出した費用に係るものを除 

きます。） 

 また、これらの資産に係る試験研究費の額については、研究

開発費として損金経理をした金額のうちこれらの資産の取得

価額となる費用の額等となっていますか。 

 そのほか、試験研究費に充当する目的で他の者から支払を受

ける金額がある場合、その金額を試験研究費の額から控除して

いますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№25】１欄の金額は、次の資産に係る試験研究費の額

を除き、申告調整額を加減算した税務上の金額となって

いますか。 

⑴ 棚卸資産 

⑵ 固定資産（事業の用に供する時において試験研 

究の用に供するものを除きます。） 

⑶ 繰延資産（試験研究のために支出した費用に係 

るものを除きます。） 

また、これらの資産に係る試験研究費の額については、

研究開発費として損金経理をした金額のうちこれらの資

産の取得価額となる費用の額等となっていますか。 

そのほか、試験研究費に充当する目的で他の者から支

払を受ける金額がある場合、その金額を試験研究費の額

から控除していますか。 

【№２】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 

【№26】申告調整額

を加減算した税務上

の金額となっていま

すか。 

 また、各調整対象

年度の２欄の金額

は、当事業年度に適

用される規定により

計算していますか。 

【№28】調整対象年度及び売上調

整年度に試験研究費の額がない事

業年度を含めて、５欄及び 10 欄の

計算をしていますか。 

【№29】合併等が行われた場合、比

較試験研究費の額及び平均売上金

額の調整を行っていますか。 

 また、分割、現物出資又は現物分

配が行われた場合の比較試験研究

費の額及び平均売上金額の調整計

算の特例の適用を受ける場合（現

物分配の場合は、比較試験研究費

の額の調整計算に限ります。）、所

定の事項を記載した書類を添付し

ていますか。 

【№27】申告調整額

を加減算した税務

上の金額となって

いますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№25】１欄の金額は、次の資産に係る試験研究費の額を除き、申告調整

額を加減算した税務上の金額となっていますか。 

⑴ 棚卸資産 

⑵ 固定資産（事業の用に供する時において試験研究の用に供するものを 

除きます。） 

⑶ 繰延資産（試験研究のために支出した費用に係るものを除きます。） 

また、これらの資産に係る試験研究費の額については、研究開発費とし

て損金経理をした金額のうちこれらの資産の取得価額となる費用の額等

となっていますか。 

そのほか、試験研究費に充当する目的で他の者から支払を受ける金額が

ある場合、その金額を試験研究費の額から控除していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 

【№３】前事業年度からの繰

越額は、前事業年度の申告書

の金額と一致していますか。 

【№30】２欄の金額は、欠損金控除前の所得金額の50％相当額となっていますか。ただし、次の

事業年度を除きます。 

⑴ 当事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が１億円以下であり、かつ、一又

は完全支配関係のある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されていない外国法人であ

る場合の事業年度 

⑵ 更生手続開始の決定の日等からその更生計画認可の決定の日等以後７年を経過する日まで

の期間内の日の属する事業年度（株式が上場された等の事由が生じた日以後に終了する事業

年度を除きます。） 

⑶ 設立の日から同日以後７年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合の

その外国法人（一定の外国法人を除きます。）の事業年度（株式が上場された等の事由が生じ

た日以後に終了する事業年度を除きます。） 

 また、別表一の二において、恒久的施設帰属所得とその他の国内源泉所得を区分して所得金

額から欠損金を控除していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№32】９欄の金額に、完全子法人株式等に係る配当等の額に該当しないものを
含めていませんか。 

【№35】31 欄の金額に、非支配目的株式等に係る配当等の額に該当し
ないものを含めていませんか。 
なお、外国株価指数連動型特定株式投資信託以外の特定株式投資信託

（ETF）の収益の分配の額は、非支配目的株式等として益金不算入の対
象となります。 

【№33】14 欄の金額に、関連法人株式等に係る配当等の額に該当し
ないものを含めていませんか。 

【№31】９欄、16欄、26欄及び33欄の金額に益金不算入の対象とな

らないものの額を含めていませんか。 

（例） ・公社債の利子の額 

    ・MMF（追加型公社債投資信託）等の公社債投資信託の収益の

分配の額 

    ・公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額（外

国株価指数連動型特定株式投資信託以外の特定株式投資信

託（ETF）の収益の分配の額を除きます。） 

   ・不動産投資信託の収益の分配の額 

   ・オープン投資信託の特別分配金の額 

   ・外国法人、特定目的会社、投資法人から受ける配当等の額 

   ・匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配の額 

【№34】24 欄の金額に、その他株式等に係る配当等の額に該当しないもの
を含めていませんか。 

【№36】35 欄の金額は、損益計算書の支払利息

（社債利息及び手形の割引料等を含みます。）の

額の合計額（別表四において、支払利子等の額に

係る申告調整を行っている場合、その調整後の

金額）と一致していますか。 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される別

表を使用していますか。 

【№37】恒久的施設帰属所得の計算において、10 欄

の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合計額又

は出資金の額に貸借対照表に計上されている総資

産の帳簿価額のうちに恒久的施設を通じて行う事

業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計

算した金額となっていますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

 

【№２】当事業年度に適用される別表
を使用していますか。 

【№39】資本金の額又は出資金の額に総資産の価額の
うちに占める国内にある資産及び国外にある資産（恒
久的施設を通じて行う事業に係るものに限ります。）
の価額の割合を乗じて計算した金額が 100億円超の外
国法人である場合、９欄を記載していませんか。 
  また、この金額が１億円超の外国法人である場合又
は一若しくは完全支配関係のある複数の大法人に発
行済株式等の全部を保有されている外国法人である
場合、３欄の計算をしていませんか。 

【№38】交際費等の額に係

る控除対象外消費税額等

を支出交際費等の額の明

細の各欄に記載していま

すか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される別表

を使用していますか。 

【№３】前事業年度からの繰越額は、前事業年度の申告書の

金額と一致していますか。 

【№41】中小企業者に該当しない場合又は適用除外事業者

に該当する場合等に、次の特別償却を適用していませんか。 

⑴ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却 

⑵ 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場

合の特別償却（適用要件の緩和措置） 

⑶ 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合

の特別償却 

⑷ 被災代替資産等の特別償却（特別償却率の上乗せ特例） 

⑸ 特定事業継続力強化設備等の特別償却 

⑹ 特定地域における工業用機械等の特別償却（沖縄の離

島地域等に係るもの）（中小規模法人に係る適用要件の緩

和措置） 

【№42】特別償却の適用を受けた資産について、措法によ

る圧縮記帳又は他の特別償却を重複適用していませんか。 

【№43】特別償却の制度ごとに適用すべき基準取得価額割

合及び償却率によって計算していますか。 

 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№３】前事業年度からの繰越額は、前事業年度の申告

書の金額と一致していますか。 

【№41】中小企業者に該当しない場合又は適用除外事業者

に該当する場合等に、次の特別償却を適用していませんか。 

⑴ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却 

⑵ 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場

合の特別償却（適用要件の緩和措置） 

⑶ 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合

の特別償却 

⑷ 被災代替資産等の特別償却（特別償却率の上乗せ特例） 

⑸ 特定事業継続力強化設備等の特別償却 

⑹ 特定地域における工業用機械等の特別償却（沖縄の離

島地域等に係るもの）（中小規模法人に係る適用要件の

緩和措置） 

【№42】特別償却の適用を受けた資産について、措法によ

る圧縮記帳又は他の特別償却を重複適用していませんか。 

【№43】特別償却の制度ごとに適用すべき基準取得価額割

合及び償却率によって計算していますか。 

 

【№40】平成 28 年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構

築物並びに鉱業用減価償却資産のうち、建物、建物附属設備及び

構築物の償却方法について、定率法を適用していませんか。 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№44】国外関連者との取引がある場合、取引がある全ての国外

関連者について、「国外関連者の名称等」欄及び「国外関連者と

の取引状況等」欄を記載していますか（取引には対価の授受がな

いものも含みます。）。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される別表を

使用していますか。 

【№45】内部取引がある場合、自社の直近事業年度の営業収益等、内

部取引の相手方である外国法人の本店等の名称等及びその内部取引

の状況等について記載していますか（取引には対価の授受がないも

のも含みます。）。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 
 

貸借対照表（令和８年３月31日現在） 

科  目 金  額 科  目 金  額 
（資産の部）  （負債の部）  

流 動 資 産  流 動 負 債  
現金及び預金  支 払 手 形  
受 取 手 形  買 掛 金  
売 掛 金  未 払 費 用  
有 価 証 券  短 期 借 入 金  
製 品  未払法人税等  
仕 掛 品  賞 与 引 当 金  
材 料  製品保証引当金  
貯 蔵 品  未払消費税額等  
短 期 貸 付 金  固 定 負 債  
前 払 費 用  長 期 借 入 金  
繰延税金資産  社 債  
そ の 他  退職給付引当金  
貸 倒 引 当 金   役員退職引当金  

  繰延税金負債  
固 定 資 産  負 債 合 計  

有形固定資産  （純資産の部）  
建 物  株主資本  
建物付属設備  資 本 金  
機械及び装置  資 本 剰 余 金  
車輌及び運搬具  資 本 準 備 金  
土 地  その他資本剰余金  
建 物 仮 勘 定  利益剰余金  

無形固定資産  利 益 準 備 金  
借 地 権  その他利益剰余金  
施 設 利 用 権  ×××準備金  
営 業 権  ○○○積立金  

投資その他の資産  別途積立金  
投資有価証券  繰越利益剰余金  
長 期 貸 付 金  自 己 株 式   
前払年金費用 

貸 倒 引 当 金 

 

  

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 

  

   純 資 産 合 計  
資 産 合 計  負債及び純資産合計  

 

【№18】別表五(二)の 41 欄の記

載額と一致していますか。 

【№13】任意引当金、繰延税金資産

（負債）等の金額は、別表五(一)の

④欄の金額と一致していますか。 

【№59】貸借対照表と法人

税申告書別表五(一)の未払

（未収）消費税額等の合計

額は、消費税及び地方消費

税の申告書第一表㉖欄の金

額と一致していますか（各

月ごとに申告及び納付して

いる外国法人の場合、その

合計額に決算月の前月分の

納付（還付）税額を調整した

金 額 と 一 致 し て い ま す

か。）。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
 外国法人用 

 
 

損 益 計 算 書 （自令和７年４月１日至令和８年３月31日） 

 
科   目 金     額 

   
   

 営 業 収 益    
  売 上 高    
 営 業 費 用    
  売 上 原 価 
  販売費及び一般管理費 

 
 

 
 

 営 業 利 益    
   
   
 営業外収益    
     
 営業外費用    
  支 払 利 息   
     
 経 常 利 益    
     

   
 特 別 利 益    
  固 定 資 産 売 却 益    
   
 特 別 損 失   

有 価 証 券 評 価 損    
減 損 損 失 

ゴルフ会員権評価損  

 

 

 

貸 倒 損 失   
 税 引 前 当 期 純 利 益   

 法人税、住民税及び事業税   

 法 人 税 等 調 整 額    

 当 期 純 利 益    

   
 
 

【№47】損金の額に算入されない租税公課、罰科金等の額

を別表四で加算していますか。 

【№46】有価証券若しくはゴルフ会員権等の評価損又は減

損損失の額のうち、税務上損金の額に算入されない金額を

別表四で加算していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
外国法人用 

 

【№58】法人税申告書別表四の加減算項目中、消費税法上課税取引となるものについ

て、消費税及び地方消費税の申告書において調整を行っていますか。 

【№60】課税仕入れに係る消費税額が全額控除できず、資産に係る控除対象外消費税

額等を損金の額に算入している場合、法人税申告書別表十六(十)を添付しています

か。 

 また、課税売上割合が 80％未満である場合、繰延消費税額等の損金算入限度額の

計算をしていますか（資産に係る控除対象外消費税額等が棚卸資産及び特定課税仕入

れに係るもの並びに一の資産に係る金額が 20 万円未満である場合で、損金経理した

ものを除きます。）。 

【№59】㉖欄の金額は、貸借対照表と法人税申告書別表五(一)の未払

（未収）消費税額等の合計額と一致していますか（各月ごとに申告及

び納付している外国法人の場合、その合計額に決算月の前月分の納付

（還付）税額を調整した金額と一致していますか。）。 

【№48】①欄の金額は、付表２－１①のＤ欄、Ｅ欄（Ｘ欄に金額があ

る場合、付表２－２の各欄）又は２－３①のＡ欄、Ｂ欄の金額のそれ

ぞれ 1,000 円未満切捨て後の金額の合計額と一致していますか（⑤欄

又は付表２－１若しくは２－３⑬の各欄に記載がある場合、返還等対

価の額に相当する金額又は特定課税仕入れに係る支払対価の額が加

算されていますか。）。 

【№57】⑩欄及び㉑欄の金額について、消費税及び地方消費税のそれ

ぞれの金額の集計・配賦誤りや、中間申告 11 回目分の記載漏れはあり

ませんか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
外国法人用 

 

【№56】課税売上割合が 95％未満

であり、かつ、特定課税仕入れ（例

えば、国外事業者が行うネット広

告の配信等）がある場合、⑧～⑩欄

に特定課税仕入れに係る支払対価

の（合計）額を記載していますか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
外国法人用 

 

【№55】⑥のＤ欄、Ｅ欄は、貸倒れに係る売掛金等の額（税込額）の

6.24/108、7.8/110 相当額を、⑥Ｘ欄は、付表１－２⑥のＡ欄、Ｂ欄、

Ｃ欄の貸倒れに係る売掛金等の額（税込額）の 3/103、4/105、6.3/108

相当額の合計額を記載していますか。 

また、不課税又は非課税取引（金銭の貸付け等）に係る貸倒れにつ

いて控除の対象としていませんか。 

【№52】令和５年 10 月１日以後に行った課税資産の譲渡等に係る課

税標準額に対する消費税額（売上税額）について、②のＤ欄、Ｅ欄の

金額を適格請求書に記載のある消費税額を積み上げて計算する方法

（積上げ計算）により計算している場合、同日以後に行った課税仕入

れに係る消費税額（仕入税額）について、付表２－１⑩のＤ欄、Ｅ欄

の金額を適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する方法（割戻し

計算）により計算していませんか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
外国法人用 

 

【№55】⑥Ｘ欄は、⑥のＡ欄、Ｂ欄、Ｃ欄の貸倒れに係る売掛金等の

額（税込額）の 3/103、4/105、6.3/108 相当額の合計額を記載してい

ますか。 

また、不課税又は非課税取引（金銭の貸付け等）に係る貸倒れにつ

いて控除の対象としていませんか。 

【№52】令和５年 10 月１日以後に行った課税資産の譲渡等に係る課

税標準額に対する消費税額（売上税額）について、②のＡ欄、Ｂ欄、

Ｃ欄の金額を適格請求書に記載のある消費税額を積み上げて計算す

る方法（積上げ計算）により計算している場合、同日以後に行った課

税仕入れに係る消費税額（仕入税額）について、付表２－２⑩のＡ欄、

Ｂ欄、Ｃ欄の金額を適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する方

法（割戻し計算）により計算していませんか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
外国法人用 

 

【№55】⑥のＡ欄、Ｂ欄は、貸倒れに係る売掛金等の額（税込額）

の 6.24/108、7.8/110 相当額を記載していますか。 

また、不課税又は非課税取引（金銭の貸付け等）に係る貸倒れ

について控除の対象としていませんか。 

【№52】令和５年 10 月１日以後に行った課税資産の譲渡等に係る課

税標準額に対する消費税額（売上税額）について、②のＡ欄、Ｂ欄の

金額を適格請求書に記載のある消費税額を積み上げて計算する方法

（積上げ計算）により計算している場合、同日以後に行った課税仕入

れに係る消費税額（仕入税額）について、付表２－３⑩のＡ欄、Ｂ欄  

の金額を適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する方法（割戻し

計算）により計算していませんか。 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
外国法人用 

 

【№51】⑥Ｆ欄の金額には、次の金額を含めていますか。 

⑴ 有価証券の譲渡対価の５％相当額 

⑵ 土地等の譲渡対価の金額 

⑶ 受取利子の金額 

⑷ 集団投資信託の収益の分配金 

⑸ 従業員から受け取る社宅家賃等 

【№50】非居住者から受け取る利子等（他の外国法人に

対する貸付金や外国債券から生じる利子等）の額がある

場合、その金額を③Ｆ欄に記載していますか。 

【№49】本店等との間の内部取引は資産の譲渡等に含ま

れないにもかかわらず、その対価の額を②Ｆ欄に含めて

いませんか。 

【№54】課税売上高が５億円超又は課税売上割合が 95％

未満であるにもかかわらず、課税仕入れに係る消費税額

を全額控除していませんか。 

【№48】申告書第一表①欄の金

額は、①のＤ欄、Ｅ欄（Ｘ欄に

金額がある場合、付表２－２の

各欄）の金額のそれぞれ 1,000

円未満切捨て後の金額の合計

額と一致していますか（申告書

第一表⑤欄又は付表２－１⑬

の各欄に記載がある場合、返還

等対価の額に相当する金額又

は特定課税仕入れに係る支払

対価の額が加算されています

か。）。 

【№52】令和５年 10 月１日以後に行った課税資産の譲

渡等に係る課税標準額に対する消費税額（売上税額）に

ついて、付表１－１②のＤ欄、Ｅ欄の金額を適格請求書

に記載のある消費税額を積み上げて計算する方法（積上

げ計算）により計算している場合、同日以後に行った課

税仕入れに係る消費税額（仕入税額）について、⑩のＤ

欄、Ｅ欄の金額を適用税率ごとの取引総額を割り戻して

計算する方法（割戻し計算）により計算していませんか。 

【№53】令和５年 10 月１日以後に行った課税仕入れに

係る消費税額（仕入税額）について、⑩のＤ欄、Ｅ欄の

金額を適格請求書に記載のある消費税額を積み上げて

計算する方法（積上げ計算）により計算している場合、

適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れ

に係る税額控除に関する経過措置の適用を受ける仕入

税額について、⑫のＤ欄、Ｅ欄の金額を適用税率ごとの

取引総額を割り戻して計算する方法（割戻し計算）によ

り計算していませんか。 

 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
外国法人用 

 

【№54】課税売上高が５億円超又は課税売上割合が 95％

未満であるにもかかわらず、課税仕入れに係る消費税額

を全額控除していませんか。 

【№52】令和５年 10 月１日以後に行った課税資産の

譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額（売上税

額）について、付表１－２②のＡ欄、Ｂ欄、Ｃ欄の金

額を適格請求書に記載のある消費税額を積み上げて

計算する方法（積上げ計算）により計算している場合、

同日以後に行った課税仕入れに係る消費税額（仕入税

額）について、⑩のＡ欄、Ｂ欄、Ｃ欄の金額を適用税

率ごとの取引総額を割り戻して計算する方法（割戻し

計算）により計算していませんか。 

【№53】令和５年 10 月１日以後に行った課税仕入

れに係る消費税額（仕入税額）について、⑩のＡ欄、

Ｂ欄、Ｃ欄の金額を適格請求書に記載のある消費税

額を積み上げて計算する方法（積上げ計算）により

計算している場合、適格請求書発行事業者以外の者

から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経

過措置の適用を受ける仕入税額について、⑫のＡ

欄、Ｂ欄、Ｃ欄の金額を適用税率ごとの取引総額を

割り戻して計算する方法（割戻し計算）により計算

していませんか。 

 



令和７年４月１日以後開始事業年度等分 
外国法人用 

 

【№50】非居住者から受け取る利子等（他の外国法人に

対する貸付金や外国債券から生じる利子等）の額がある

場合、その金額を③Ｃ欄に記載していますか。 

【№51】⑥Ｃ欄の金額には、次の金額を含めていますか。 

⑴ 有価証券の譲渡対価の５％相当額 

⑵ 土地等の譲渡対価の金額 

⑶ 受取利子の金額 

⑷ 集団投資信託の収益の分配金 

⑸ 従業員から受け取る社宅家賃等 

【№54】課税売上高が５億円超又は課税売上割合が

95％未満であるにもかかわらず、課税仕入れに係る消

費税額を全額控除していませんか。 

【№49】本店等との間の内部取引は資産の譲渡等に含ま

れないにもかかわらず、その対価の額を②Ｃ欄に含めて

いませんか。 

【№52】令和５年 10 月１日以後に行った課税資産の

譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額（売上税

額）について、付表１－３②のＡ欄、Ｂ欄の金額を適

格請求書に記載のある消費税額を積み上げて計算す

る方法（積上げ計算）により計算している場合、同日

以後に行った課税仕入れに係る消費税額（仕入税額）

について、⑩のＡ欄、Ｂ欄の金額を適用税率ごとの取

引総額を割り戻して計算する方法（割戻し計算）によ

り計算していませんか。 

【№53】令和５年 10 月１日以後に行った課税仕入れ

に係る消費税額（仕入税額）について、⑩のＡ欄、Ｂ

欄の金額を適格請求書に記載のある消費税額を積み

上げて計算する方法（積上げ計算）により計算してい

る場合、適格請求書発行事業者以外の者から行った課

税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用を

受ける仕入税額について、⑫のＡ欄、Ｂ欄の金額を適

用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する方法（割

戻し計算）により計算していませんか。 

 

 

【№48】申告書第一表①欄の金額

は、①のＡ欄、Ｂ欄の金額のそれぞ

れ 1,000 円未満切捨て後の金額の

合計額と一致していますか（申告書

第一表⑤欄又は付表２－３⑬の各

欄に記載がある場合、返還等対価の

額に相当する金額又は特定課税仕

入れに係る支払対価の額が加算さ

れていますか。）。 


